
平成２４年度包括外部監査の結果に対する改善措置
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監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

１ 予算計上時に見積書を入手した業 「下水道総合事務所入札参加資格審査委員会の設置及び運営に関す
者から、予定価格算定の見積りの入 る要領」第５条（審査資料の提出）に規定する様式第１号（入札参加
手を失念していた事例について 資格要件調書）を改正し、予算要求額算定時の見積徴取業者の記載欄

（４－４－５頁） を設けて確認を行うこととした。（県土整備部下水環境課）
予定価格算定のための見積徴取業

者選定の際には、予算要求額算定時
の見積徴取業者の指名の有無につい
ても確認すべきである。担当者の異
動があった場合には十分な引継ぎを
行い、情報の共有化を行う必要があ
る。

２ 指名業者が１０者に満たない場合 修繕等の入札手続の基準として、会計局の「物品等の購入に伴う業
の取扱いについて 者選定及び契約事務取扱要領」に準拠してきたが、平成２５年度中に

（４－４－６頁） 下水道総合事務所の「物品等の購入に伴う業者選定及び契約事務取扱
適格となる業者の数がおおむね１ 要領」を定め、指名すべき業者数に達しない場合の理由を記載する規

０者に満たない場合に、取扱要領の 定を設ける。（県土整備部下水環境課）
ただし書の「選定の結果、適格とな
る業者の数が概ね１０者に満たない
場合には、その数とすることができ
る」との規定により「その数」とす
る場合には、その事実を文書化して
おくことが必要である。

３ 見積りを辞退しているにもかかわ 平成２５年度中に「下水道総合事務所入札参加資格審査委員会の設
らず、指名している事例について 置及び運営に関する要領」第５条（審査資料の提出）を改正し、入札

（４－４－７頁） 参加資格要件調書に、予定価格積算時の見積業者からの見積書及び見
指名された業者が見積りを辞退し 積辞退届の写しを添付することを規定するとともに、上席者による調

ていたが、入札参加資格審査委員会 書の確認を徹底する。（県土整備部下水環境課）
に提出された業者指名調書にその旨
の記載がなく、業者がそのまま指名
されている。担当者は業者指名調書
に必要な情報を正しく記載するとと
もに、上席者は記載内容を確認して
承認する等のチェック体制を整備す
る必要がある。

４ 前橋市と交換した土地の交換手続 平成２４年１２月に前橋市と交換手続の協議を開始しており、協力
未了について して早期に手続を完了する。

（４－５－３頁） 今後、土地の交換に必要な手続は、各事務所においてチェック体制
前橋市青梨子町の調整池増設工事 を構築する。（企業局水道課）

（平成６年）の実施にあたり、前橋
市と土地を交換することとしたが、
工事終了後、交換の手続が実施され
ていない。早急に実施する必要があ
る。
また、実施すべき事項に漏れがな

いようチェックの仕組みを構築し、
抜本的な対策を検討する必要があ
る。

５ 固定資産除却の会計処理について 平成２４年９月から、固定資産除却報告書の受付簿を整備するとと
（４－５－４頁） もに、除却処理後の台帳確認の徹底など、処理漏れが発生しないよう

撤去工事に伴い実施すべき固定資 固定資産管理事務を改善した。（企業局財務管理課）
産台帳からの除却及びその後の会計
処理が漏れていた。
年度末は処理が集中し、固定資産
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除却の処理漏れの発生する可能性が
高いため、予防する仕組みを構築す
るとともに、処理後の台帳確認が必
要である。

６ 設備台帳（機械）の整備について 平成２５年度中に設備台帳（機械）を更新する。更新作業完了後の
（４－５－７頁） 情報のアップデートについては、新設・更新工事及び修繕業務発注時

設備台帳（機械）は、（社）日本 の仕様書に「完成時に設備台帳を更新する」ことの規定を追加して改
下水道協会により作成された、下水 善を図るとともに、完了検査においてアップデートの完了についても
道維持管理指針において、下水道台 確認を徹底する。（県土整備部下水環境課）
帳の補完図書として提示されたもの
である。現在、同台帳はあるもの
の、情報のアップデートが十分に行
われておらず、現状の設備台帳では
その機能を十分に果たすことができ
ない。下水道長寿命化計画に対応す
る新規台帳の様式を早急に準備する
か、現在使用している設備台帳を更
新する必要がある。

７ 使用していない備品の管理につい 平成２５年度に、備品のメンテナンス費用も考慮のうえ利活用、売
て 却又は廃棄処分を検討する。（県土整備部下水環境課）

（４－６－２頁）
国から補助金を受けて取得した高

額な備品が、平成２０年度から使用
見込もなく放置されている。緊急災
害時等の使用可能性があるも、メン
テナンスを行っていないことから、
緊急時にすぐに使用することができ
ない状態にある。メンテナンス費用
も考慮し、今後の利活用、売却又は
廃棄処分について検討すべきであ
る。

８ 貯蔵品について 平成１３年度以前に貯蔵品と予備品が混在した会計処理が行われて
（４－６－７頁） おり、平成１４年度以降は予備品に統一している。

電気事業では、予備基盤や空気冷 統一的な処理を行っていなかったものは、平成２５年度中に帳簿価
却機等、同一種類の物品でありなが 格の評価についての検討を行い、必要な予算措置を講じた上で、貯蔵
ら、決算書において貯蔵品と予備品 品（貯蔵品勘定）から予備品（資産勘定）及び損益勘定への振替を行
が混在している状況である。 う。（企業局発電課）
同様の物品であれば同様の会計処

理を行うべきであり、会計上貯蔵品
から予備品への振替を検討する必要
がある。

９ 公費負担金の県負担の適正性につ 他の都道府県の状況や、下水道事業が独立採算を原則としているこ
いて となどから、流域下水道事業における県及び市町村負担（維持管理費

（４－７－４頁） 及び資本費）に係る制度改正を検討することとした。
県と市町村による要綱等により、 まずは、維持管理費に係る県公費負担の廃止を前提に、県と市町村

流域下水道管理に要する費用である で協議を開始した。（県土整備部下水環境課）
維持管理費負担金は、排水負担金及
び公費負担金の２種類とされてい
る。現在、県央処理区及び桐生処理
区では、排水負担金が維持管理費を
超過しており、維持管理費相当額を
すべて市町村が負担し、県は公費負
担金を負担していない。排水負担金
が維持管理費の６分の５を超過する
額は、市町村に返還されるのが要
綱、覚書の趣旨からして適切と判断
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する。

１０ 不明水率の妥当性について 他の都道府県の状況や、下水道事業が独立採算を原則としているこ
（４－７－４頁） となどから、流域下水道事業における県及び市町村負担（維持管理費

不明水量について、総流入量の６ 及び資本費）に係る制度改正を検討することとした。
分の１とする想定は実態と乖離して まずは、維持管理費に係る県公費負担の廃止を前提に、県と市町村
おり、現状のままでは県・市町村間 で協議を開始した。（県土整備部下水環境課）
の負担額は適正ではない。実態に即
して負担金の適正化を図ることが必
要である。

１１ 料金改定時期の妥当性について 他の都道府県の状況や、下水道事業が独立採算を原則としているこ
（４－７－５頁） となどから、流域下水道事業における県及び市町村負担（維持管理費

平成２３年度の県央処理区では公 及び資本費）に係る制度改正を検討することとした。
費負担金の２倍の黒字、桐生処理区 制度改正の検討の中で、市町村が負担する排水負担金の単価及びそ
では３倍もの黒字が発生している。 の改正時期が適正になるよう市町村と協議する。（県土整備部下水環
その結果、県の公費負担金さえ実質 境課）
的に負担のない状況となっている点
からも、排水負担金の単価を見直す
べき時期が到来しているものと判断
する。

１２ 使用者側の量水器本体の積算値 工業用水使用者側の量水器本体積算値は、毎年９月と３月に事務所
との照合について 積算値との照合を行うこととなっているため、既に平成２４年度か

（４－７－６頁） ら、職員の作業予定表にこの照合項目を設け照合作業を実施し、その
渋川工業用水道では使用水量決定 結果を照合記録簿に記録して管理することとしている。（企業局水道

に当たり、使用者側量水器本体と事 課）
務所側積算値の照合を行う必要があ
ったが、実施されていなかった。作
業予定表等に項目を設け、失念しな
いような仕組みを構築することが必
要である。

１３ 市町村交付金の対象について 過大支給及び過少支給の２事例について、交付金の対象とすべき土
（４－７－６頁） 地の算定範囲を再確認し、平成２４年度に算定誤りを修正するととも

国有資産等所在市町村交付金法に に、担当係の中で職員が相互に内容確認することを徹底した。（企業
より交付金の対象となる固定資産の 局財務管理課）
所在市町村への交付金の過大支給及
び過少支給の事例があるので、支給
の範囲等を再確認するとともに、誤
りなく交付する体制整備が必要であ
る。

１４ 建設準備勘定について 開発可能性調査の箇所が非常に多く、すべて建設準備勘定で計上し
（４－９－８頁） たものがそのまま残存している状況もあるので、平成２５年度から下

発電所の開発可能性調査の費用が 記の考え方により建設準備勘定から本勘定への振替を進める。
建設準備勘定に計上されたままとな Ａ 事業化が決定している箇所及び事業化の可能性の高い箇所を特定
っている。 し、本勘定に振替が可能となるよう資料整備を行う。
Ａ 水系ごとの内訳は把握している Ｂ 事業化の可能性が低い箇所については、地方公営企業会計基準に
が、場所別の明細整理が行われて 基づき、損失処理の手続を行う。（企業局発電課）
いないことから、発電所の建設が
実現しても本勘定に振り替えるべ
き金額を特定することができない
状況にあるため、本勘定への振替
可能な資料整備を行うべきであ
る。

Ｂ 事業化を前提に調査研究費を計
上することは容認できるが、建設
準備勘定の中には、様々な問題に
より、当初の計画に比し進捗が大
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幅に遅延し事業化される可能性が
低くなっている案件もある。これ
らについては、資産計上を適時に
見直すことが必要である。

意見 改善措置

１ 総括原価方式の課題について 企業局の水道事業は、広域的な観点から各水道事業者（市町村）に
（４－１－３頁） 代わって水道用水を供給する事業として、受水市町村からの給水量の

総括原価方式による価格制度のも 要望を踏まえ、企業局が施設規模及び給水計画を決定し、事業化した
とでは、利用率に関係なく原価相当 ものである。このため、事業に投資した資金は受水市町村から得られ
額から利用額が決定され、利用者は る料金収入で回収することが合意されている。料金設定の引下げを行
利用率が低い分だけ高い価格で利用 う場合には、代替となる新たな財源を受水市町村に求めなければなら
していることになる。利用率が当初 ないといった問題もあるので、慎重に検討する必要がある。
の計画に比して相当程度低い場合に また、県央第二水道は、給水量の増量に努めるとともに、その状況
は、住民の福祉増進の観点から、価 に応じて受水市町村との協議の中で計画の見直しも検討する。（企業
格設定の在り方について十分検討す 局水道課）
ることが望まれる。
また、県央第二水道は、現有施設

の利用率も74.9％であり、施設の拡
張計画の見直しが必要である。

２ 利用率向上への取り組みについて 水道事業は市町村の浄水場改修計画等の状況を踏まえながら、受水
（４－１－４頁） 市町村と協議して、利用率の向上に努める。工業用水道事業は給水区

利用率の低い施設の改善をどのよ 域内で地下水を利用する企業に表流水への転換を勧めるとともに誘致
うに図るかが最も重要である。 企業への受水を働きかける。（企業局水道課）
水道事業は、市町村の財政負担を

大きく増やすことなく地下水から表
流水に転換し、利用率を上げること
で、利用者の福祉の増進に資するも
のと考える。
工業用水も利用率を上げること

で、利用者の負担軽減が工業立地を
優位に立たせ工場誘致の促進に役立
つものと考える。

３ 流域下水道事業の事業計画につい 流域下水道事業の業務推進を計画的かつ効率的に行うため、平成２
て ５年度から、中期的な事業運営の進行管理において必要となる情報や

（４－２－２頁） 基礎データの収集を開始する。（県土整備部下水環境課）
流域下水道事業では、事業の達成

目標を数値目標として計画を整備し
ているが、これらを達成するための
経営管理ツールとしての計画は作成
されていない。効率的な業務の推進
のために、進行管理を行うことが望
まれる。企業局の中期経営計画の仕
組は、進行管理も併せ、参考となる
ものと思われる。

４ 汚水処理人口普及率の向上計画に 今後１０年間の社会資本整備の指針として策定した「はばたけ群馬
ついて ・県土整備プラン（２０１３－２０２２）」において「汚水処理人口

（４－２－８頁） 普及率の目標値（平成３４年度末：９１．７％）達成」のため、「汚
群馬県では、汚水処理人口普及率 水処理施設整備の推進」を主要な施策としている。プランを実効性の

が全国３６位（平成２３年度末）で あるものとするため、群馬県汚水処理計画に、各年度ごとの目標普及
あり、今後の普及率の向上が重要な 率と必要事業費を設け、実績値と比較することにより目標達成への進
課題であるとされ、平成９年度に汚 行管理を行うこととした。（県土整備部下水環境課）
水処理計画が策定されて以来、数度
見直しがされている。しかし、現在
の各計画は、目標値の提示であり、
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達成にあたっての施策を評価するた
めの機能が不足している。

５ 企業局中期経営計画の目標と行動 第２期中期経営計画（計画期間平成２５年度～平成２７年度）にお
計画の明確化について いては、目標達成のための手段を目標に掲げることは避け、電力の安

（４－２－１０頁） 定供給、効率的な事業運営、新規開発への取組、地域との関係強化の
電気事業において「発電所建設・ ４つを目標に掲げるとともに、それぞれの目標の中に具体的な行動計

設備等の無事故管理」と「保安管理 画を定める改善を行った。（企業局総務課）
の徹底」を共に目標としているが、
両者が目標になるものではなく、前
者の目標を達成するための具体的な
行動計画が後者であることを明確化
することが、進行管理の上で望まし
い。

６ 企業局中期経営計画の目標と行動 第２期中期経営計画においては、協定水量増等の進行管理困難な数
計画の明確化について 値目標を記載すること自体を見直し、安定給水の向上や安心な水の供

（４－２－１２頁） 給等を実現するための具体的目標を設定する見直しを行った。（企業
水道事業の目標について、進行管 局総務課）

理すべき実行計画が特定されていな
い。行動計画の作成が不可能であれ
ば、事業目的達成のための別の目標
を掲げることが必要であったと思わ
れる。

７ 目標数値の意味について 第２期中期経営計画においては、目標供給電力量など、進行管理が
（４－２－１３頁） 困難な数値を目標とせず、計画的な施設改修や災害対策の充実等、明

企業局中期経営計画において、年 確化した行動を目標とする見直しを行った。（企業局総務課）
間目標供給電力量を定めているが、
発電のための各ダムの放流は、国土
交通省の放流指示に従っており、企
業局の裁量により発電量を決めるこ
とはできない。目標数値は、最高度
の効率により達成される数値や最低
限達成しなければならない数値等で
あり、この目標供給電力量の位置付
けを中期経営計画において明確化す
ることが望まれる。

８ 収支計画における営業収益の予測 受水企業の開拓に努めるとともに効率的な経営を行うことにより、
について 経営状態の悪化の防止に努める。工業用水の需要が右肩下がりになっ

（４－２－１３頁） た場合などの収支バランスについても、対応策の検討を行う。（企業
節水意識向上等による水需要鈍化 局水道課）

への対応が経営課題の筆頭に挙げら
れている現状において、新規供給先
の開拓も考慮し、営業収入が現状維
持の場合の収支バランスを検討する
ことは有効であるが、更に、右肩下
がりの場合の対応策の検討も同時に
行うことが望まれる。

９ 不確実な経営環境に対応した経営 まずは、工業用水道事業の安定経営を図るため、撤退時等の条件に
計画の作成 ついて、受水企業の同意を得た上で、ルール整備を行う。（企業局水

（４－２－１３頁） 道課）
受水企業の経営破綻による工業用

水の供給停止の場合には、基本水量
の減量に伴う負担金徴収も困難とな
るが、そうした最悪のケースの事後
処理も想定し、不測の事態に備えた
予備的な計画の準備も検討の余地が
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あるものと思われる。

１０ 東毛工業用水道における給水契 団地造成事業と連携し、新規企業の開拓に努めているが、契約水量
約量の増加方針について の増加は、新規企業の立地や既存企業の経営状況などに左右され、工

（４－２－１４頁） 業用水道事業者の努力だけで実現できるものではない。
群馬県企業局中期経営計画におい 給水契約量増加の取組は、これまでも契約条件の緩和や配管網拡充

て、工業用水道事業の主な取組と目 などにより給水契約を行いやすい環境整備を図ってきている。
標の中に、給水契約率の増加につい また、既に工業用水を受水している企業において、使用量の超過が
ては触れられていないが、必要に応 多く見られる企業には給水契約量の増加を勧める活動も行ってきてお
じて期限と目標給水契約率を定めて り、当面はこれらの方法により給水契約量の増加に努めていくことと
進行管理を行うことが望まれる。 する。（企業局水道課）

１１ 設備の補修計画の有効活用につ 長期補修計画に活かすため、平成２５年度から「群馬県工業用水道
いて 事務所保守管理実施要領」にて定期点検計画・実績表を定め、保守・

（４－２－１５頁） 修繕
長期補修計画に基づく保守・修繕 の計画と実績を対比し、差異の理由等を明確にする。（企業局水道

を実施した際、計画書の計画内容に 課）
実施内容を上書きしており、計画通
りに保守管理されているか確認でき
ない。
計画と実績を対比し、当初計画ど

おりに実施できなかった場合に、計
画を変更したのであれば、その原因
と変更後の計画の合理性を文書化す
ることが望まれる。

１２ 取水口の移動について 水道水の取水を考える上では、第一に安定的な取水ができる地点の
（４－２－１５頁） 選定が重要であり、複数案の中から経済性、利便性等を比較検討した

上水の提供は、長期に継続しなけ 結果、現在の取水地点・方法を選択したものである。
ればならない事業である。一方、取 新しい取水方式の可能性については、将来的な課題であると考える
水口からのポンプアップに要する電 が、現時点ではコスト面に加え安定的な取水方法を考慮すると、現状
気料金を毎年３３，０００千円支払 の方法を継続していくことが適当と考える。（企業局水道課）
い続けることは、長期的には相当な
コスト負担となる。取水方法の比較
代替案をできるだけ早く検討し、事
業化について早急に結論を出すこと
が望まれる。

１３ 「中期経営計画の改善」の取組 第２期中期経営計画においては、目標設定などの見直しを行ってお
について り、平成２５年度から実施する進行管理でも、ＰＤＣＡサイクルの明

（４－２－１６頁） 確化や差異分析の導入等の改善も行った。（企業局総務課）
中期経営計画は、経営のＰＤＣＡ

サイクルのツールとして有効に機能
していると高く評価することができ
るが、中期経営計画制度自体の改善
と運用の見直しも一つの取り組みテ
ーマではないか。

１４ 人材の確保について 流域下水道事業における水質浄化センターの維持管理は、管理コス
（４－３－１頁） トの削減を目的に性能発注により民間事業者へ業務委託している。ま

水質浄化センター間での人事異動 た、重要な機械の故障や異常水質の流入時等、非常時には、県職員の
が頻繁に行われることにより、将来 指示のもとに危機管理マニュアルにより対応している。
下水道に関する経験を持った人材の 維持管理を行う委託業者の監督業務や危機管理時の実務には、流域
不足が懸念される。このような状況 下水道の幅広い知識をもった人材が必要なことから、人事交流の促進
を踏まえて、下水道に関する経験を とあわせて、中長期的な人材育成プログラムの作成に着手する。（県
持った人材の育成が必要であり、そ 土整備部下水環境課）
のための中長期的人員育成プログラ
ムの作成が望まれる。

１５ ノウハウの承継について 流域下水道事業における水質浄化センターの維持管理業務は、性能
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（４－３－２頁） 発注により民間事業者へ業務委託しており、運転管理方法は委託業者
下水道総合事務所では、一部業務 のノウハウに委ねている。ただし、重要な機械の故障や異常水質の流

を包括的民間委託により行っている 入時等、非常時には県職員の指示のもと、危機管理マニュアルにより
が、委託先の管理業務の為にも、企 対応している。
業局のデータベース化と同様の検討 日常管理業務は委託業者ごとの技術に委ねており、ノウハウを伝承
が望まれる。また、相互のノウハウ する必要がないため、データベース化の必要性はないと考えるが、監
の活用が有効であれば、部門を超え 督業務や危機管理時の実務については、人材育成を通じて継承してい
たデータベースの共有化も検討の余 くこととする。（県土整備部下水環境課）
地があるものと思われる。

１６ 企業局における人員の年齢構成 今後１０年間に高齢化比率の高い５０歳台の職員が、毎年平均８人
について 程度退職するので、毎年度、現員予定数を考慮して新規採用を行うこ

（４－３－２頁） とにより年齢構成の平準化に対応する。（企業局総務課）
平成２３年度末における企業局職

員の年齢構成を鑑みると、高齢者層
の比率が高く、若年層比率を上げる
ためには長期的な人員計画を策定
し、段階的な対応をとることが望ま
しい。

１７ 入札対象範囲について 機器の導入の際は、これまで信頼性、安全性、保守の容易性、将来
（４－４－１頁） における拡張性、省力化、経済性など様々な要件を比較検討して入札

水道事業で維持管理が必要な機器 を行ってきたが、保守費用までを加味した入札方式の適用が経費の削
の購入に際しては、維持管理費用を 減につながるかも含めて、検討を行う。（企業局水道課）
含めた金額での入札も今後の検討課
題とする必要がある。

１８ 監視制御装置の保守契約につい 現在も一部保守契約の考え方を取り入れて契約を締結している例も
て あるが、危機管理上、どのような契約方法がよいか、これまでの実績

（４－４－１頁） 等も踏まえて検討する。（企業局水道課）
制御装置は年間を通して稼働して

いるものであり、不具合発生の場合
は遅滞のない対応が必要であること
から、点検契約ではなく、保守契約
の締結が望ましい。

１９ 失格基準価格について 流域下水道事業では、土木工事のように契約後に現地で作業を必要
（４－４－４頁） とする工事については、従来どおり「低入札価格調査制度」を適用

一般競争入札において入札価格に し、適正な工事執行の運用に努める。なお、ＪＩＳ製品や汎用品の購
よっては、契約の内容に適合した履 入が主となり、低価格の入札となっても品質確保が担保できると思わ
行がなされないおそれがあるため れる工事については、「低入札価格調査制度」の第４（失格基準価
「低入札価格調査制度」を定めてい 格）第２項を適用し、失格基準価格を設けないとするための具体的な
る。その制度では、低入札価格調査 適用基準を策定する。（県土整備部下水環境課）
を実施する調査基準価格と、低入札
価格調査を実施することなしに失格
となる失格基準価格を設けている。
流域下水道事業における入札におい
ては、恣意的な判断が行われること
がないように、県土整備部の定めた
要領、要綱、ガイドラインに基づ
き、厳格に執行されているものと見
受けられる。しかし、失格基準価格
の適用により、本来排除する必要が
ない事業者までも排除しているので
はないかとの懸念がある。失格基準
価格を設けた低入札価格調査制度に
よるのではなく、群馬県の実態に即
した制度を確立してゆくことが望ま
れる。
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２０ 指名業者が１０者に満たない場 修繕等に関する入札手続は、会計局の「物品等の購入に伴う業者選
合の取扱いについて 定及び契約事務取扱要領」に準拠してきたが、平成２５年度中に下水

（４－４－６頁） 道総合事務所の「物品等の購入に伴う業者選定及び契約事務取扱要
修繕業務の指名業者の選定につい 領」を定め、要領に定められた業者数を指名する。（県土整備部下水

ては、「物品等の購入に伴う業者選 環境課）
定及び契約事務取扱要領」の「概ね
１０者以上の指名業者を選定するも
のとする」との規定に基づき、１０
者に見積依頼したが、辞退者が出た
ため１０者に満たず入札を行った。
他に指名できる業者がいない場合も
推測されるが、できる限り多くの業
者を指名することにより、より競争
原理を働かせ、適切な入札となるよ
う努めるべきである。

２１ 随意契約の場合の相見積りの参 委託業務の見積依頼は、「群馬県企業局工事費等見積基準」に基づ
加者について き、業種、資格区分に適合する資格者の中から実績等を勘案するとと

（４－４－９頁） もに、公平性を保つ観点から、過去に選定していない業者を優先的に
清掃委託の業者選定の見積書入手 選定し、特定の業者に偏らないよう配慮して業者を指名する。（企業

においては、競争参加資格者が多数 局総務課）
あるにもかかわらず、過去の実績及
び当該委託業務を行う場所までの距
離により、数年間継続して特定の３
業者から見積書を入手していた。委
託業務を受ける機会を公平に付与す
る観点からは、特定の業者を継続し
て指名するよりも、様々な業者を指
名するほうが望ましい。

２２ 東毛工業用水道用ポリ塩化アル 平成２５年度以降、社会・経済情勢、市場動向の影響による価格変
ミニウムの単価契約について 動が薬品の安定調達や薬品購入費用に与える影響を見極めた上で、契

（４－４－９頁） 約条件の見直しを行うこととする。（企業局水道課）
この入札は平成２３年３月２５日

に行われているが、このころは東日
本大震災の影響で、色々な価格が高
騰していた時期である。なお、この
契約に関する仕様書には、「契約単
価の変更は原則として認めない」と
いう項目が記載されている。
予定価格の元である設計金額が、

通常に比して高騰しているような場
合には、仕様書に契約変更の余地を
残しておくべきである。状況に応じ
て臨機応変の処置を施すことが望ま
れる。

２３ 入札参加資格審査委員会の議事 入札参加資格審査委員会での、公共工事の品質確保及び業者選定の
録の整備について 公平性の確保に関わる審議に配慮し、重要な判断事項等について、

（４－４－１０頁） 「下水道総合事務所入札参加資格審査委員会の設置及び運営に関する
「下水道総合事務所入札参加資格 要領」に議事録の作成規定を設ける。（県土整備部下水環境課）

審査委員会の設置及び運営に関する 入札参加資格審査委員会の開催状況については、これまでも記録に
要領」に準拠し、入札参加資格審査 残して管理している。今後、指名業者の選定にあたっては、選定状況
委員会が開催されているが、同要領 等を記録、管理することについて、関係所属にも改めて徹底する。
に議事録の作成についての定めがな （企業局総務課）
いことから、議事録は整備されてい
ない。
企業局の「工事入札参加資格審査

委員会設置要領」においては、審議
事項、委員会の構成、入札参加資格
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要件の決定等を定めているが、委員
会は、非公開であることから、委員
会議事録については整備されていな
い。
入札参加資格審査委員会の審査

は、入札の公正を期する重要な手続
きであり、審査上の重要な判断事項
等について議事録を残すべきと考え
要領に規定すべきである。

２４ 工事の発注又は委託契約締結後 従前から、事前に想定できる内容を確認した上で発注時の設計を行
に業務内容の修正が行われている事 っているが、図面や台帳では確認しきれない支障物により、業務内容
例について の変更が必要となることもある。可能な限り、契約変更が最小限とな

（４－４－１１頁） るよう、発注時の段階で事前の確認を行う。（企業局水道課）
地下の工事や配水管路の台帳の修

正のような業務については、地下に
何が設置されているか不明な場合も
あり困難な面も多いが、工事を発注
する際、配水管路台帳や過去の工事
の経緯等を確認し、発注あるいは契
約締結後の業務内容変更に伴う契約
金額の増額が生じないよう事前の確
認を十分に行うことが望まれる。

２５ 契約変更回避のための改善活動 契約変更に当たっては、「群馬県企業局設計書作成要領」に基づ
について き、変更理由書及び設計書の工事概要欄に変更内容をわかりやすく比

（４－４－１１頁） 較記載することを担当者に周知し、契約変更の内容等が把握できるよ
工事請負契約や委託契約などにお うに改善を図る。（企業局総務課）

いて、一定金額以上の契約について
一定割合以上の変更が行われた場合
に契約の変更内容を示した一覧表を
作成することにより、次回の契約に
おける契約変更を回避する改善活動
とすることが望まれる。

２６ 委託業務の検査記録の整備につ 既に平成２４年度から、委託業務の監督員は、業務が完了するごと
いて に確認するとともに文書で上司に報告することとした。（企業局水道

（４－４－１２頁） 課）
委託業務において、その業務が内

容の性質上、分割して実施される場
合には、監督員は最終業務終了時だ
けでなく、適時に業務完了の確認を
行い、その確認の都度、業務完了報
告書を入手し、完了検査の実施を文
書により上司へ報告することが必要
である。

２７ 東毛工業用水道第二浄水場計画 東毛工業用水道第二浄水場計画は、平成２５年度、計画廃止に伴う
について 変更手続きを開始する。（企業局水道課）

（４－５－１頁）
平成２１年度第２９回群馬県公共

事業再評価委員会で、新規工業団地
造成等による新規の水需要への対応
や給水能力を変更することで事業継
続との評価結果を受け、県としても
同様の方向で対応方針を定めた上で
財政的な準備を進めていることか
ら、今後、関係機関との調整を図
り、なるべく早い段階で処理を行う
ことが必要である。
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２８ 土地等の有効活用について 桐生水質浄化センターの焼却施設は、平成２２年度の計画見直しに
（４－５－３頁） より当該焼却施設を撤去し炭化炉を設置する計画であるが、放射性物

桐生水質浄化センターの焼却炉に 質を含む炭化物の販路の確保が懸念されることから、炭化炉の建設と
ついては廃止が決定した現在も残存 焼却炉の撤去時期は未定としている。
し、奥利根水質浄化センターでは使 奥利根水質浄化センターのコンポスト実験棟については、平成２５
用されていないコンポスト実験棟が 年度に撤去し、公園整備等により、地域交流スペースとして、土地等
残存し、敷地の有効活用がされてい の有効活用を図る。
ない。また計画縮小により処理施設 各水質浄化センターの計画見直しにより、施設整備用地として使用
の系列数を減らしているが、この事 する見込みのなくなる部分については、災害時における資機材ストッ
業用地が有効活用されていない。事 クヤードなどの用地としての位置付けを行い有効活用を図る。
業用としての活用を検討する場合に 土地等の有効活用については、今後策定する中期的な事業運営計画
は、有効活用を事業の課題として位 の中に位置付け、下水環境課において進行管理を行う。（県土整備部
置づけ、対応方針及び所管責任を明 下水環境課）
確にし、検討の進行管理を行う等の
環境整備が望まれる。また、検討の
結果、事業用としての活用が困難で
あれば、未利用地として県有地利用
検討委員会へ委ねることが必要とな
る。

２９ 工事実施報告書の提出時期につ 工事の実施時期が限られているため、まとめて事務を行わざるをえ
いて ない現実もあるが、固定資産の処理も含めて、工事事務取扱要領に基

（４－５－５頁） づき速やかな報告と適正な事務処理ができるよう努める。（企業局総
電気事業では、冬場の渇水期に工 務課・発電課）

事を行うことが多いことから、３月
に１年分の工事実施報告書をまとめ
て提出しているが、群馬県企業局工
事事務取扱要領では速やかに報告し
なければならないと規定している。
また、固定資産計上の処理は、期

末の事務集中を回避するためにも、
事務の平準化を図り、月次の処理を
検討することが望まれる。

３０ 流域下水道台帳について 平成２２年度から流域下水道台帳の電子化を進めており、平成２６
（４－５－６頁） 年度には完了させる予定である。情報のアップデートについては、新

下水道法に基づき、流域下水道台 設・更新工事発注時の仕様書に「完成時に流域下水道台帳を更新す
帳を作成しているが、一部に時点修 る」ことの規定を追加して改善を図る。（県土整備部下水環境課）
正されていない等の不備が見受けら
れる。また、必要最低限の情報は入
手できるが、使い勝手が悪いことよ
り、現在、マッピングを取り入れた
流域下水道台帳の電子化に取り組ん
でいる。災害時の情報収集や今後の
修繕計画の立案等に支障をきたすこ
とが無いよう早期の作成が望まれ
る。

３１ 固定資産の一括計上について 耐用年数が同じ資産を一括計上したものであり、すでに台帳の備考
（４－５－７頁） 欄に資産の内容を付記し、管理を適正化した。

板倉受水点及び東部地域水道事務 平成２５年度から、固定資産の計上にあたっては、資産区分に従
所において行われた各種水質計器取 い、種類ごと場所ごとに適切に登録し、固定資産の適正な管理を行
替外工事の計器が、固定資産台帳に う。（企業局水道課）
一括して計上されていた。場所ご
と、種類ごとに登録して固定資産の
管理に活用することが望まれる。

３２ 台帳上の物品と現物との確認手 物品の確認事務について、平成２５年度から該当の有無に関わらず
続及び不用物品の処理手続について 各所属から財務管理課へ結果報告を行うよう通知し、改善する。（企
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（４－６－１頁） 業局財務管理課）
財務管理課から、物品管理者あて

に現品の確認手続の実施を要請し、
物品管理者からは差異が無い場合又
は不用物品が無い場合であっても、
実施結果の報告を受けるよう運用す
ることが望まれる。

３３ 台帳管理上の物品と現物との確 群馬県財務規則に定められ、毎年８月に実施する備品の現物照合の
認手続について 際には、確認する備品台帳に現物照合欄及び使用状況欄を設け、それ

（４－６－１頁） ぞれの確認内容を記載し記録として残す。（県土整備部下水環境課）
流域下水道事業では、毎年８月に

備品管理システムの数量と現物との
照合を行い、３月末に会計局にその
結果を報告しているが、実際に行っ
た照合の証跡が残されていない。現
物との照合と共に使用状況の確認の
証跡を残すことにより、使用頻度の
低い物品、不用な物品の利活用や処
分を検討することが望まれる。

３４ 使用していない備品の管理につ 当該備品は、平成２５年１月３１日に物品不用決議を行い、同年２
いて 月７日に廃棄処分した。（県土整備部下水環境課）

（４－６－２頁）
「群馬県財務規則」第２３１条に

準拠して、電気伝導計ソフトウェア
と一眼レフカメラについては、現在
使用しておらず、使用見込みもない
ため、早期に不用の決定を行う必要
がある。

３５ 備品の台帳上の保管場所と実際 当該備品（空気呼吸器）については、平成２４年１１月５日に奥利
の保管場所の整合について 根水質浄化センターが保管場所であることを確認し、同年１１月６日

（４－６－３頁） に物品管理システム上の保管場所の記載事項を県央水質浄化センター
物品管理システム上、空気呼吸器 から奥利根水質浄化センターに訂正した。

の保管場所が、奥利根水質浄化セン 県央水質浄化センター汚泥棟に保管されている空気呼吸器について
ターではなく、県央水質浄化センタ は、物品管理システム上の保管場所を県央水質浄化センター汚泥棟に
ーとなっていた。また、県央水質浄 記載事項を統一した。（県土整備部下水環境課）
化センターの汚泥棟に保管されてい
る備品について、県央水質浄化セン
ターと記載されているものと、汚泥
棟と記載されているものがあった。
現物確認時にも役立つよう、保管場
所は正しく詳細に記載することが望
ましい。

３６ 使用していない備品の管理につ 備品を含めた物品については、群馬県企業局財務規程に準拠して８
いて 月中に現品を確認することになっており、各所属に物品の確認事務に

（４－６－３頁） ついての通知を出す際に、必要がなくなった物品は不用の決定をする
不用処理されていないパソコンが よう指示し、事務処理を徹底する。（企業局財務管理課・水道課）

見受けられた。同パソコンについて
は、監査手続の後、速やかな対応に
より除却済みであるが、使用する見
込みがないものについては、群馬県
企業局財務規程に準拠して、不用の
決定を行うことが必要である。

３７ 不用の決定が行われた備品の処 当該機器については、平成２５年２月７日に廃棄処分した。（県土
分について 整備部下水環境課）

（４－６－４頁）
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平成２３年度中に更新機器が納入
され、規定に準拠し不用の決済が行
われているが、廃棄の処理が行われ
ていない状況にある。不用の決定が
行われた備品については、早期に廃
棄処理することが望まれる。

３８ リース契約について リース台帳を作成し、総合的なコスト比較等を行った上で、次期更
（４－６－４頁） 新機器から、契約内容を統一する。（県土整備部下水環境課）

各水質浄化センターにおいて同一
の機器を利用しているにもかかわら
ず、リース契約の契約形態が異なっ
ている。同一機器については、同じ
契約内容とすることが望まれる。

３９ 貯蔵品について 経済産業省の規程である電気事業会計規則取扱要領は、改正により
（４－６－７頁） 群馬県企業局財務規程で引用していた部分が削除されてしまったた

群馬県企業局財務規程において、 め、群馬県企業局財務規程を改正し、平成２５年４月１日から施行し
一般貯蔵品の説明に「「節」は、電 た。（企業局財務管理課）
気事業会計規則取扱要領に定める種
類別により整理する。」との記載が
あるが、同要領には該当する規定が
見受けられない。群馬県企業局財務
規程の見直しが必要である。

４０ 供給量の計測について 流量計の数値とモニターによる検針値は、平成２５年４月末の検針
（４－７－５頁） 時に合致させた。今後、流量計設置の際は、両者の値を合致させる作

供給地点の流量計設置の際に、事 業を徹底する。（企業局水道課）
務所の検針値と合致させる作業を行
わなかったことで、両者に大きな差
を生じている地点があった。供給量
の確認には問題はないが、早期に両
者の値を合致させ、供給量計測値の
信頼性を高めることが望まれる。

４１ 市町村交付金の対象について 現状が「浄水施設用地」として交付金支給対象の土地であることか
（４－７－７頁） ら、事業と合致するように固定資産台帳上の名称を平成２４年１２月

固定資産台帳上の「合宿所用地」 に修正した。（企業局財務管理課）
は、合宿所の廃止後、工業用水道の
濃縮槽用地として使用され、市町村
交付金が支給されていることから、
用途変更があった場合は、固定資産
台帳上の名称を変更すべきである。

４２ 利根川佐波流域下水道について 利根川佐波流域下水道は、平成１７年１月の市町村合併により流域
（４－８－２頁） 下水道の要件を満たさなくなったが、特例措置により平成２６年度末

利根川佐波流域下水道事業につい まで流域下水道として存続することになっている。
ては、市町村合併により１市１流域 利根川佐波流域下水道を含む県東部地域は、生活排水による河川の
になったため伊勢崎市へ移行するこ 水質汚濁が進み、水質保全の必要性が高い地域である。
ととなっているが、債務等を含め資 流域下水道の維持管理費は、他の都道府県の状況や下水道事業が独
産を有償譲渡した場合、伊勢崎市 立採算を原則としていることなどから、県公費負担金の廃止を前提に
は、移管に伴う多額の債務を負うこ 市町村と協議を開始した。また、建設費の回収についても、受益者負
とになり、市の財政に大きな負担と 担の原則に立ち市町村と協議する。
なることが想定されている。 これらを勘案して、今後、この地域の持続可能な汚水処理を行うた
今後、持続可能な汚水処理事業を め、流域下水道事業の原則に基づき、効率的な汚水処理事業を検討す

行うためにも、人口減少等の社会情 る。（県土整備部下水環境課）
勢の変化により空いた施設の有効利
用として、し尿処理の一元化や、一
層の広域的な観点から効率的な汚水
処理場を行っていくために、流域下
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水道区域の再検討をすることが期待
される。

４３ 建設費の回収について 他の都道府県の状況や、下水道事業が独立採算を原則としているこ
（４－８－３頁） となどから、流域下水道事業における県及び市町村負担（維持管理費

終末処理場や管渠等の建設費の 及び資本費）に係る制度改正を検討することとした。
きよ

一部は、汚水処理にかかる経費とし 制度改正の検討のなかで、資本費（建設費）回収のあり方について
て、使用料収入で回収するよう努力 も、市町村と協議する。（県土整備部下水環境課）
する必要があるとされているが、群
馬県の場合には、建設費の回収を行
っていない。この建設費の回収方針
については、市町村及び受益者（下
水道利用者その他の地域住民）に明
確に説明し、回収すべき建設費の金
額を市町村ごとに示し、補助が行わ
れていることを周知することが望ま
れる。

４４ 包括民間委託業者の選定手続に 本件は世界貿易機関（ＷＴＯ）の政府調達協定の対象であることか
ついて ら、一般競争入札としている。

（４－８－５頁） 「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政
委託業者選定の入札手続参加者 令」における内外無差別の原則より、指名競争入札とする場合も、指

は、県央水質浄化センターが２社で 名の対象となる業者を国外を含めた広範囲から選定しなくてはなら
あるが他の水質浄化センターは各１ ず、実務上現実的ではないため、当面は現状のとおりとする。（県土
社であり、手続は入札の形式をとっ 整備部下水環境課）
ているが、競争となっていない。事
前に組織体制が準備可能で大規模な
業務を受注できる業者が限られてお
り、既存の受託業者は現場環境を熟
知した強みがあることから、他に相
当な改善提案及びコスト改善プラン
を持った業者でないと入札参加意欲
を持てないことが推測される。今後
においても、同様に競争を確保でき
るか懸念されるところである。事前
に受注可能な業者の調査を行い指名
競争入札の方法も検討すべきではな
いかと思われる。

４５ 包括的民間委託について 電力や水道・工業用水道の供給は、県民生活のライフラインであ
（４－８－６頁） り、安心・安全で安定的に供給する責務がある。民間委託により、職

企業局事業で効率化を目的に包括 員が業務に直接従事しなくなることで生じる技術の承継の課題も含め
的民間委託導入を検討することは有 て検討したい。（企業局総務課）
用である。同様の視点で年度比較等
による実績検証により現在の体制の
評価を行うことや特定の活動につい
て民間委託した場合との比較によ
り、その効率性を検討することは有
用である。

４６ 流域下水道に係る機械・電気設 平成２５年度中に下水道総合事務所の「物品等の購入に伴う業者選
備の修繕業務の規程について 定及び契約事務取扱要領」を定め、一元的に対応する。（県土整備部

（４－８－７頁） 下水環境課）
下水道事業に係る機械・電気設備

（以下「設備」という。）の修繕業
務に関する規程は現状明確にされて
いないため、複数の要領を参考にし
ながら業務を実施しているのが実状
である。設備の修繕は金額が多額に
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なること、毎年度発注件数が多いこ
とから、設備の修繕業務についての
規程を設け、その規程に基づいて業
務を遂行することが望ましい。

４７ 施設等の耐用年数と県債の償還 総務省への事前協議及び金融機関への起債申込み前に、起債対象工
期間について 事の標準耐用年数を記載した一覧表を作成し、償還期間が地方財政法

（４－８－８頁） 第５条の２に適合しているか確認する。（県土整備部下水環境課）
地方財政法第５条の２において、

地方債の償還年限については建設施
設の耐用年数を超えないことが定め
られている。資本費と資産管理の適
正を図るためにも標準耐用年数と償
還期間との整合性を確認する体制を
構築する必要があり、経営の健全化
に向けた取り組みが望まれる。

４８ 事務取扱要領の一部未整備につ 平成２５年２月に報告様式を統一した。（県土整備部下水環境課）
いて

（４－８－９頁）
各水質浄化センターは、毎月報告

書を下水環境課へ提出しているが、
報告書の様式・方法が各水質浄化セ
ンターで異なっていた。報告書の提
出に関して報告内容、提出時期（期
限）、定時又は随時、回数等を事務
取扱要領等において、明確に定める
ことが必要であると考える。

４９ 地方公営企業決算状況調査表に 調査票作成のための手順書を作成するとともに、公表された調査デ
ついて ータの有効活用について検討する。（県土整備部下水環境課）

（４－８－１０頁）
下水環境課は、毎年総務省に「地

方公営企業決算状況調査表」を提出
しているが、流域下水道事業特別会
計と同調査表では、科目名が異なっ
ており、特別会計の決算数値を同調
査表の様式に合わせるように集計し
直さなければならない。調査表の決
算数値は、国の統一的な基準で算定
されたものであり、他県との比較
等、利用するには有益なものである
ため、これを有効活用した経営分析
を行う必要があると考える。また、
県の決算数値から調査表の決算数値
への振替にあたっては、明確な手順
書等がないため、明確な手順書等を
作成することが必要であると考え
る。

５０ 流域下水道事業の公営企業会計 流域下水道事業に公営企業会計を導入している東京都、埼玉県及び
の適用について 茨城県に、メリット・課題等についてヒアリング調査を実施した上、

（４－８－１１頁） 本県への適用について検討する。（県土整備部下水環境課）
流域下水道事業は、公共事業、投

資規模の大きいもの、長期にわたり
収支を考慮する必要にあるものに該
当することから、公営企業会計基準
適用によるシステム対応等の負担を
克服し、公営企業会計のメリットを
いかした経営を行うことが望まれ
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る。

５１ 運用資金の管理について 各事業部門における将来の設備投資計画等に基づき、現状を把握
（４－８－１３頁） し、長期的かつ効率的な資金管理を行う。（企業局財務管理課）

企業局全体では、施設設備の取替
更新等のはざまで生じる余裕資金
を、一般会計への貸付け等のできる
だけ安全確実な方法により運用して
いるが、施設設備の更新資金として
減価償却累計額相当額が一時に必要
となるわけではないことから、延命
化実施後の実質的耐用年数を見積も
り、現在の保有資金が、今後の建
設、設備更新等の計画、自己金融資
金の増加等から、どのような状況に
あるか把握し、必要な対応を図るこ
とが望まれる。

５２ 専門家の活用について 現在、事務担当者が申告手続を行っているが、消費税の課否判断
（４－８－１４頁） （課税、非課税、不課税の判断）や特定収入の算定（補助金等が課税

公営企業は、消費税等の課税対象 仕入れに充てられたか否かの判断）などが複雑であるため、制度改正
事業であり、税務申告は高い専門性 があった場合には、専門家の活用を検討する。（県土整備部下水環境
が必要とされる。 課）
毎事業年度、専門家を利用するこ 消費税及び会計制度改正への対応については、監査法人等が主催す

とは、必ずしも必要ないが、業務内 る研修会等に積極的に参加するなどして情報収集に努め、責任を持っ
容の異動、制度改正等があった場合 て事務を行っているが、今後は必要に応じて専門家の活用を検討す
には、専門家の利用を検討すること る。（企業局財務管理課）
も有用である。

５３ 会計方針に関する規程の整備に 平成２６年度の事業年度から適用される地方公営企業会計基準の改
ついて 正（以下「新会計基準」という。）も踏まえ、必要な事項について規

（４－９－２頁） 定の整備を行う。（企業局財務管理課）
決算書の作成方針として、資産の

評価方法及び評価基準、収益及び費
用の計上基準及び引当金の計上基準
等重要な会計方針について、群馬県
企業局財務規程等において規定する
ことが望まれる。

５４ 電気事業の会計方針について 現在は、「卸供給料金算定規則」に準拠した料金交渉による原価に
（４－９－３頁） 基づき、退職給与引当金や修繕準備引当金の額を決定しているが、新

総括原価方式の下で実務的な問題 会計基準に合わせ見直しを図りたい。（企業局発電課）
は生じていないものの、固定価格買
取制度が導入され、原価と売電価格
が切り離され、予算年度での料金に
よる回収が保証されなくなることも
ある。また、「卸供給料金算定規
則」に準拠し、合意した原価に基づ
き売電価格が決定される中で、期間
費用として認識されるべき引当金が
直接原価として認識されている。電
気事業の決算においては、売電価格
決定目的ではなく会計基準に準拠し
た会計方針により算定することが望
まれる。

５５ 電気事業の会計方針について 電気事業法の改正により、平成２１年に企業局はみなし電気事業者
（４－９－３頁） から卸供給事業者となり、渇水準備引当金積立ての法律上の義務はな

渇水準備引当金は、電気事業者に くなったが、総務省から公営電気事業者が任意に渇水準備引当金を計
ついて法令で規定された引当金であ 上することは差し支えないとの見解が示されたことから、積立てを継
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るが、卸供給事業者である企業局に 続してきたところである。
は計上の根拠がなく、引当処理に疑 本件については、新会計基準に合わせて見直しを検討したい。（企
問がある。 業局発電課）

５６ 企業局の退職手当の計算方法に 一般会計と企業会計の経費負担の適正化の観点から、「会計間の負

ついて 担区分の制度化」(一般会計・企業会計の在籍期間で按分した額を
あん

（４－９－４頁） 各会計が負担する等）について、新会計基準に合わせて検討したい。
企業局における在職期間と企業局 （企業局総務課）

以外の在職期間を反映させた基準を
もとに、退職給与を各部署または事
業にて負担すべきである。

５７ 企業局の退職給与引当金の計上 新会計基準が適用される平成２６年度以降は、「地方公営企業が会
不足について 計を整理するに当たりよるべき指針」（総務省告示）に基づいて算出

（４－９－５頁） した自己都合要支給額を計上する予定で準備を進めている。
改正後の地方公営企業法施行規則 平成２３年度末の引当累計額が不足している電気事業会計及び水道

による会計基準が適用される平成２ 事業会計については、新会計基準適用日（平成２６年４月１日）に不
６年度以降は、退職給付引当金が自 足分を一括処理（特別損失を計上して引当金に繰入れ）することで計
己都合要支給額を適切に表す計上方 上不足を解消する予定である。（企業局総務課）
法へ変更することが望ましい。

５８ 東部地域水道における八ッ場ダ 東部地域水道の八ッ場ダム負担金支払超過額は、県央第二水道の
ム負担金の会計処理について 八ッ場ダム負担金（未払分）と相殺する形で処理することとしてい

（４－９－６頁） る。
東部地域水道に係る八ッ場ダム建 会計処理上、東部地域水道において本勘定振替額が超過し、償却計

設費負担金は、当初計画に比べ取水 上が過大となっている分については、平成２５年度に県央第二水道に
規模を縮小した結果、既支払額は確 振り替えることにより修正を行う。（企業局水道課）
定総額に対し支払超過となってい
る。
これを前提として、毎期償却処理

が行われているため、本勘定振替額
は現在の確定総額を超過し、償却計
上も過大である。
確定額を前提に償却超過額の修正

を行うことが必要である。

５９ 人件費及び経費の適正配賦につ 各水質浄化センターの共通業務を担当する職員の人件費及び経費に
いて ついては、各処理区の予定流入量に応じた按分割合で配賦すると規定

（４－９－７頁） してきたが、予定流入量が一定以上変化した場合の按分割合を見直す
下水道総合事務所には、各水質浄 規定がなかったことから、按分割合を見直す規定を定める。（県土整

化センターの事務を取りまとめて処 備部下水環境課）
理する共通の事務職員がおり、人件
費は各処理区の予定流入量に応じた
按分割合で配賦すると規定している
が、予定流入量が一定以上変化した
場合には、按分割合を見直す必要が
あり、規程において、按分割合を見
直す基準を明確に定めることが必要
であると考える。

６０ 人件費及び経費の適正配賦につ 各事業の共通業務を担当する職員の人件費については、企業局の経
いて 営方針として基幹的な事業に重点的に配賦している。今後、企業会計

（４－９－７頁） の原則を踏まえて検討する。（企業局総務課）
総務課及び財務管理課は各事業に

役務を提供していることから、各事
業の業績を正しく把握するために、
人件費及び経費について実際の役務
提供割合に応じて配賦すべきであ
る。



- 17 -

６１ 建設準備勘定について 現在も調査研究の費用となる流量観測委託では、支出時に費用処理
（４－９－９頁） する方法を取り入れているが、その他のものも建設準備勘定に計上し

建設準備勘定の内容は、発電所を た時に費用処理できるか検討する。（企業局発電課）
建設できるか否かを検討するために
行った調査研究の費用であり、その
時点では当該案件が事業化されるか
否かは不明なため、支出時に費用処
理する方法も検討に値する。

６２ 管理総合事務所の水利権につい 管理総合事務所の完成時における精算において、本来であれば総係
て 費の一部として各経費に按分計上すべきであったものを水利権として

（４－９－９頁） 計上したものであり、平成２５年度中に改善する。
管理総合事務所の建設を目的とし 無形固定資産については、毎年その内容と価値を確認することを検

た設計業務委託料が無形固定資産で 討する。（企業局発電課）
ある水利権として計上されている。
物品の現品確認と同様に無形固定資
産についても決算時にその内容と価
値を確認することが望まれる。

６３ 工事の精算に伴う減価償却費の 各事務所と水道課が連絡を密に取り合い、概算計上の段階から極力
過年度修正について 修正額が少なくなるように固定資産の計上に努める。（企業局水道

（４－９－１３頁） 課）
工事の精算に伴って１０百万円を

超える減価償却費等の過年度修正が
発生しているが、１０百万円を超え
るような過年度損益の修正は望まし
くない。
見積書等から工事の内容はある程

度判断がつくことから、工事の現場
である各事務所と管理部署とが連絡
を密に取りあい、概算計上の段階か
ら極力修正額が少なくなるように固
定資産を計上することが必要であ
る。


